
成
19
年
度
介
護
保
険
料
納
入
通

知
書
は
７
月
に
送
付
し
ま
す
。

特
別
徴
収
の
方
へ
は
、
年
金
か
ら

差
し
引
か
れ
る
保
険
料
の
額
の
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。

普
通
徴
収
の
方
へ
は
、
保
険
料
の

額
の
通
知
と
と
も
に
納
付
書
を
送
付

し
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
決
定

65
歳
以
上
の
人
が
納
め
る
介
護
保

険
料
は
、
前
年
の
所
得
金
額
と
、
19

年
度
の
町
民
税
の
課
税
区
分
（
課
税

ま
た
は
非
課
税
）
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
年
金
か
ら

の
徴
収
（
特
別
徴
収
）

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料

は
、
原
則
と
し
て
皆
さ
ん
が
受
取
る

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
納
め
る
こ

と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
保
険
料
金

額
に
つ
い
て
は
、
４
月
、
６
月
、
８

月
の
仮
徴
収
（
年
度
前
半
）
と
10
月
、

12
月
、
２
月
の
年
度
後
半
に
分
か
れ

ま
す
。
年
度
後
半
の
徴
収
金
額
は
、

前
年
の
所
得
金
額
や
19
年
度
の
町
民

税
の
課
税
区
分
を
も
と
に
決
定
さ
れ

た
介
護
保
険
料
年
額
か
ら
、
仮
徴
収

し
た
額
を
差
引
い
た
う
え
３
回
に
分

割
し
た
額
と
な
り
ま
す
。
年
金
支
給

月
ご
と
の
徴
収
額
を
記
載
し
た
介
護

保
険
料
納
入
通
知
書
は
７
月
に
送
付

し
ま
す
。

4
月
、
6
月
、
8
月
は

仮
徴
収

４
月
の
段
階
で
は
、
今
年
の
町
民

税
は
ま
だ
決
定
さ
れ
て
お
り
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
４
月
、
６
月
、
８
月

支
給
の
年
金
か
ら
徴
収
さ
れ
る
介
護

保
険
料
の
額
は
、
２
月
に
徴
収
さ
れ

た
保
険
料
の
額
と
同
額
と
し
て
お
り

ま
す
。

仮
徴
収
金
額
の
調
整

平
成
18
年
10
月
か
ら
新
し
く
特
別

徴
収
と
な
っ
た
方
に
つ
い
て
、
仮
徴

収
期
間
の
保
険
料
1
回
分
が
、
年
額

の
１
／
３
以
上
と
な
り
、
10
月
以
降

が
０
円
と
な
る
こ
と
か
ら
、
図
の
よ

う
に
調
整
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま

す
。そ

の
ほ
か
、
年
間
の
所
得
金
額
が

前
年
度
と
大
き
な
変
更
が
な
い
場
合

で
、
４
月
と
10
月
（
見
込
）
の
額
に

３
、
０
０
０
円
以
上
の
差
が
あ
る
方

に
つ
い
て
も
、
年
間
を
通
し
て
で
き

る
だ
け
均
等
に
な
る
よ
う
に
６
月
、

８
月
で
調
整
し
て
い
ま
す
。

納
付
書
で
納
め
る
方

（
普
通
徴
収
）

65
歳
に
達
し
た
ば
か
り
の
方
、
年

金
を
受
給
し
て
い
な
い
方
や
年
金
額

が
年
額
18
万
円
未
満
の
方
な
ど
、
年

金
天
引
き
と
な
ら
な
い
方
が
普
通
徴

収
と
な
り
ま
す
。
年
金
か
ら
の
保
険

料
徴
収
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
納
付

書
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

納
付
書
は
、
保
険
料
納
入
通
知
書
と

と
も
に
7
月
に
送
付
し
ま
す
。

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
も
で
き
ま

す
。（
普
通
徴
収
の
方
に
限
り
ま
す
。）

利
用
で
き
る
金
融
機
関
は
、
道
銀
洞

爺
支
店
、
伊
達
信
金
虻
田
支
店
・
洞

爺
温
泉
支
店
、
と
う
や
湖
農
協
、
郵

便
局
で
す
。
手
続
き
は
役
場
及
び
各

支
所
の
窓
口
で
お
願
い
し
ま
す
。
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健康福祉課

介護保険係からの

お知らせ

【調整の例】 年額　22,200円（第2段階）の場合

保険料調整前

４月

7,400円

仮徴収期間（4月～8月）

６月

7,400円

８月

7,400円

10月

0

12月

0

２月

0

年間計

22,200円

保険料調整後
年間を通して保険料の徴収額が均等となるように６月、
８月で調整します。

20年4月以降は、徴収額が3,700円×6回で均等となります。

４月

7,400円

仮徴収期間（4月～8月）

６月

1,800円

８月

1,800円

10月

3,800円

12月

3,700円

２月

3,700円

年間計

22,200円


